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（別添１） 

MCPA 

１．今回の諮問の経緯 

・農薬 MCPB のポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しに伴う農薬

MCPA の残留基準の見直し 

 

２．評価依頼物質の概要 

名称 ＭＣＰA（MCPA） 

構造式 
 

用途 除草剤 

作用機構 フェノキシ系の除草剤である。植物内のオーキシン活性を高め、正

常な生長レベルを抑制させることで、植物を枯死させると考えられ

ている。 

日本における 

登録状況 

農薬登録がなされている。 

適用作物：水稲、とうもろこし等 

使用方法：散布 

国際機関、 

海外での 

評価状況 

JMPR ＡＤＩ＝ 0.1 mg/kg 体重/day 

国際基準 なし 

諸外国 

米 国 基 準 ：大麦、畜産物等 

カナダ基準：小麦、畜産物等 

Ｅ Ｕ 基 準：豆類等 

豪 州 基 準 ：穀類、畜産物等 

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ基準：穀類 

食品安全委員会 

での評価等 

 

 

平成 22 年 2 月 15 日 厚生労働大臣より食品健康影響評価を依頼

平成 23 年 6 月 16 日 食品健康影響評価結果通知 受理 

ADI = 0.0019 mg/kg 体重/day 

JMPR：FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議 














